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【認定こども園・保育所（園）の現況と概要】     R８.４月現在 

施設名 種類 所在地 連絡先 

定員（予定） 

対象児童 
通常開所時間 

（予定） 

延長保育時間 

（予定） 
2・3 号認定 

0～5 歳 

1 号認定 

3～5 歳 

北条こども園 認定こども園 国坂 680 ☎36-2009 20４人 9 人 3 ヶ月～5 歳児 7:15～18:15 18:15～19:00 

大誠こども園 認定こども園 瀬戸 38-1 ☎37-2263 148 人 9 人 3 ヶ月～5 歳児 7:15～18:15 18:15～19:00 

由良こども園 認定こども園 由良宿 1802-1 ☎37-2203 13２人 6 人 3 ヶ月～5 歳児 7:15～18:15 18:15～19:00 

北条みどりこども園 認定こども園 江北 484-3 ☎36-4213 ６９人 ６人 2 ヶ月～5 歳児 7:15～18:15 18:15～19:00 

○認定こども園（幼稚園部分）の通常時間は平日 8:45～14:00 です。 

○特別な支援が必要な場合は、申込時にご相談ください。 

○病児保育は鳥取県立厚生病院内「きらきら園」及びアロハこどもクリニックとなり「キッズケア ポノ」に委託して実施しています。 

○病後児保育は野島病院内「すくすく園」に委託して実施しています。（別途、申込が必要です。） 

○休日保育は「ババール園」に委託して実施しています。（別途、ババール園への申込が必要です。） 

 

 



令和８年度 町内施設の利用時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 保育料基準額表 

※第３子以降は、同時入所に限らず保育料が無料です。 

※ひとり親世帯、障がい児（者）世帯、低所得世帯等は、保育料が減免になる場

合があります。 

※この基準額表は、町内在住者のみに適用されます。 

 

◎保育料の口座振替登録がお済みでない方は、登録にご協力ください。 

 

参考 

 

第１

第２

第３

第４－１

第５－１

第５－２

第６－１

第６－２

第７

第８

０～２歳児クラス

11,900

18,600 18,300

37,200 36,600

第４－２

32,700

0 0 28,600

27,500 27,000

39,800

43,200 42,500

市町村民税所得割
　　48,600円未満

市町村民税非課税世帯

0 0 12,1000

１１時間 ８時間 １１時間

0 0

4時間程度

0

２号認定

短時間

３歳～５歳児クラス

0 0

３号認定

生活保護世帯 0

0

８時間

0 0

0

標準時間 短時間

満３～５歳児

標準時間

教育

標準時間

保　　　　育

301,000円以上
397,000円未満

397,000円以上

20,200 19,800
77,101円以上
97,000円未満

0

0 0

33,200

0

169,000円以上
235,000円未満

48,600円以上
72,800円未満

72,800円以上
77,101円未満

97,000円以上
133,000円未満

133,000円以上
169,000円未満

0

0 0 40,5000

235,000円以上
301,000円未満

各月初日の入所児童の属する世
帯の階層区分

1号認定

29,100

1号認定

※利用の必要があ
る場合は保育標準

時間へ移行
（要連絡）

保育
標準時間
（１１H）

延長保育

14：15

16：30

18：15

19：00

緊急時
預かり
保育

登園

教育
標準時間

降園

緊急時
預かり
保育

2・3号認定
7：15

7：30

8：30

8：45

14：00

※利用の必要があ
る場合は保育標準

時間へ移行
（要連絡）

保育
短時間
（８H）



                              

 
 ひとり親世帯・在宅障がい児（者）のいる世帯

（円） 

第２

第３

第４－１

第４－２ 
の一部 

 多子世帯及び低所得世帯

  ★世帯の子どものうち、２人目の子どもは半額、３人目以降は無料となります。

  ★市町村民税所得割額が５７，７００円未満の場合で、世帯の子どもの１人目と２人目が

   同時に入所している場合は、２人目の保育料から無料となります。

※１人目と２人目が同時に入所している場合は、２人目の保育料が無料になります。

減額区分及び
軽減対象児童

の数え方

★保育料の軽減

 対象児童

 
1 人目

2 人目

3 人目以降

5,450

0

８時間 

短時間

5,550 

0 

１１時間 

標準時間 

9,000

３号認定

０～２歳児クラス 
保    育

 の保育料を軽減します。

 多子世帯及び低所得世帯の保育料を軽減します。 

 ひとり親世帯・障がい者（児）のいる世帯（かつ市町村民税所得割額が７７，１０１円未満）

３号認定

無料

   半額（※）

全額

年齢制限はなし
（兄弟姉妹のうち何人目か）

市町村民税所得割
57,700 円未満

階層区分 
第 3～第 4-1 の一部 

無料 

半額 

全額 

年齢制限はなし
（兄弟姉妹のうち何人目か）

市町村民税所得割
57,700 円以上

階層区分
第 4-1 の一部～第 8 

各月初日の入所児童の属する世帯
の階層区分

市町村民税非課税世帯 

市町村民税所得割
48,600 円未満

48,600 円以上
72,800 円未満

72,800 円以上
77,101 円未満


